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No.707 

2018.9 漁政 FISHING POLITICS 

 

宮崎県浮魚礁利用協議会 

高知県、愛媛県との協定書・覚書調印式 
 

●宮崎県浮魚礁利用協議会は、８月７日本県沖合の浮魚礁利用承認を受けている宮崎沖浮魚礁

利用調整高知県協議会と３年に一度の協定書の締結を行った。 

 また同日、宮崎県漁連は愛媛県漁連との間で浮魚礁利用に関する覚書を交わした。 

 宮崎県海区漁業調整委員会（海区委員会）は、平成３０年９月からの宮崎県沖合の浮魚礁利用

に係る３年に一度の承認証の一斉更新を行った。 

県浮魚礁利用協議会は、浮魚礁利用承認を受けた漁業者の操業の安全と秩序の維持が図ら

れるよう海区委員会に対し各浮魚礁の無線周波数を決定し、承認証に明記するよう要請した。 

 

ＪＦ宮崎漁連宇戸田代表理事会長（右） 

 

ＪＦ愛媛漁連平井代表理事会長（左） 

 

覚書締結 

 

宮崎県浮魚礁利用協議会江藤会長（左） 

 

宮崎沖浮魚礁利用調整高知県協議会 

澳本会長（右） 

 

協定書締結 


